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自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は

５
月
31
日
㈫

　

必
ず
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。
詳
し
く
は
自
動

車
税
種
別
割
の
納
税
通
知
書

（
５
月
６
日
㈮
発
送
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

県
自
動
車
税
事
務
所

�

☎
０
５
８ｰ
２
７
９ｰ
３
７
８
１

�

飛
驒
県
税
事
務
所
自
動
車
税
出
張
所

�

☎
36ｰ

１
４
０
０

令
和
３
年
度

情
報
公
開
の
実
施
状
況

　
市
情
報
公
開
条
例
お
よ
び
市
個
人
情
報
保

護
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
た
、
情
報
公
開
の

実
施
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
行
政
情
報
公
開
の
実
施
状
況

▽�

情
報
公
開
の
請
求
59
件
（
公
開
17
件
、
部
分

公
開
32
件
、
非
公
開
１
件
、
却
下
９
件
）

＊�

非
公
開
と
し
た
も
の
は
、
委
託
契
約
の
適

正
な
価
格
設
定
に
支
障
が
生
じ
る
情
報
で

あ
っ
た
た
め
。

＊�

却
下
し
た
も
の
は
、
文
書
が
不
存
在
で

あ
っ
た
た
め
。

▽
審
査
請
求
０
件

◆
個
人
情
報
開
示
な
ど
の
実
施
状
況

▽�

開
示
請
求
10
件
（
開
示
３
件
、
部
分
開
示

６
件
、
不
存
在
１
件
）

▽
審
査
請
求
０
件

▽
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
届
出
18
件

問
合
せ

総
務
課　
☎
35ｰ

３
１
３
３

保
険
料
の
夜
間
・
休
日
納
付
窓
口

　
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
夜
間
・
休
日
納
付
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
納
付
に
つ
い
て
の
相
談
に
も
対
応
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

夜
間
窓
口

�

５
月
10
日
〜
31
日
の
毎
週
㈫
㈭

�

午
後
7
時
ま
で

休
日
窓
口

５
月
29
日
㈰

�

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

場
所

市
民
課
納
付
窓
口
（
本
庁
１
階
）

問
合
せ

市
民
課　
☎
35ｰ

３
４
９
５

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

一
時
休
止
に
つ
い
て

　
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
伴
い
、
証
明

書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
次
の
期
間
休

止
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

期
間

�

５
月
31
日
㈫
午
前
６
時
30
分
〜

�

６
月
１
日
㈬
午
前
６
時
30
分

問
合
せ

税
務
課　
☎
35ｰ
３
１
３
６

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

出
張
申
請
受
付

　
市
内
各
商
業
施
設
に
受
付
会
場
を
設
置
し

ま
す
。カ
ー
ド
申
請
に
伴
う
写
真
撮
影
や
、モ

バ
イ
ル
端
末
な
ど
を
使
用
し
た
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
第
２
弾
の
申
請
の
支
援
を
し
ま
す
。

　
令
和
４
年
１
月
よ
り
、マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第

２
弾
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、こ
の
機
会
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
ま
せ
ん
か
。

場
所

①
ル
ビ
ッ
ト
タ
ウ
ン
高
山

�

　
５
月
16
日
㈪
〜
22
日
㈰

�

②
駿
河
屋�

ア
ス
モ
店

�

　
６
月
６
日
㈪
〜
12
日
㈰

�

③
駿
河
屋
エ
ブ
リ�

フ
レ
ス
ポ
店

�

　
６
月
13
日
㈪
〜
19
日
㈰

�

　
７
月
11
日
㈪
〜
17
日
㈰

�

④
駿
河
屋
エ
ブ
リ�

東
山
店

�

　
６
月
27
日
㈪
〜
７
月
３
日
㈰

時
間

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
ま
で

問
合
せ

市
民
課　

�

☎
57ｰ

９
２
９
４

�

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
）

全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
所
開
設

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

　
い
じ
め
や
体
罰
、
女
性
や
障
が
い
者
に
対

す
る
差
別
な
ど
、
家
庭
内
や
身
近
な
こ
と
で

困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
、
申
込
不
要
で
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

岐
阜
地
方
法
務
局
高
山
支
局

�

☎
32ｰ

０
９
１
５

「
有
給
休
暇
」を

上
手
に
活
用
し
ま
し
ょ
う

　
コ
ロ
ナ
禍
の
新
し
い
働
き
方
、休
み
方
を
続

け
る
た
め
に
は
、「
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付

与
制
度
」や「
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
制

度
」の
導
入
が
効
果
的
で
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

岐
阜
労
働
局

�

☎
０
５
８ｰ

２
４
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１
５
５
０

５
月
は
自
転
車
の

安
全
利
用
推
進
月
間
で
す

　
自
転
車
の
利
用
時
は
、
歩
行
者
へ
の
思
い

や
り
を
忘
れ
ず
、
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
と
マ

ナ
ー
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
安
全
点

検
の
実
施
や
、
反
射
材
の
活
用
な
ど
を
し
て

事
故
防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
県
条
例
に
よ
り
、
10
月
１
日
か
ら
、

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
の
加
入
が
義

務
化
と
な
り
ま
す
の
で
早
め
の
加
入
手
続
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆ 

岐
阜
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の

促
進
に
関
す
る
条
例

　

�　
県
で
は
、
自
転
車
の
交
通
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、
令
和
４
年
３
月
に「
自
転
車
の

安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条

例
」を
制
定
し
ま
し
た
。

条
例
の
概
要

【
4
月
1
日
か
ら
】

　
◦�

自
転
車
の
定
期
的
な
点
検
整
備（
努
力
義

務
）

　
◦�

自
転
車
の
両
側
面
へ
の
反
射
器
材
の
装
着

（
努
力
義
務
）

【
10
月
1
日
か
ら
】

　
◦�

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入

（
義
務
）

　
◦�

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用（
努
力
義
務
）

問
合
せ

協
働
推
進
課　
☎
35ｰ

３
４
１
２

　　　　ごみ分別アプリ「さんあ～る」をご利用ください。
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